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第1号議案 2006年度活動報告

1．学会運営の方向性について

　本学会のこれまで2年間の学会運営を振り返り一，昨年3月に実施した会員アンケート結果の分

析も踏まえて，学会設立の趣旨及び会員の期待に沿った学会運営を実現するための方策について

（集中的に）議論し，その結果を今後のロードマップとしてまとめ，学会運営の今後の方針とし

ようと考えている。ロードマップ討議は；2006年度活動計画にはなかった事項である。そのため

に，学会理事と何人かの会員の参加を受けて，昨年8月と今年3月にロードマップ討議を行った。

この経過については，メノレマガでも都度報告している。

（

1
、

2．広報，総務活動について

1）情報システム学の普及

　具体的な研究調査活動を通して，本学会の存在をアピーノレしてきた。

　　　・パンフレット「情報システム学会について」の作成2006年9月　情報システム学の概

　　　　念，情報システム学会の活動を紹介する小冊子であり，計画通り本学会のWebサイトに
　　　　アツプした。

　　　・目経コンピュータ　2006年12月26目号　「情報システム学会が東証での誤発注間題に
　　　　提言，説明責任を重視」　いわゆる東証システム障害間題を通して，情報システム学の

　　　　視点から提言を行った。

2）会員数の増加活動

・2006年度末現在の会員数（対前年度増減）は次のとおりである。

　　　正会員　　　　　　　　365名　（十52名）
　　　学生会員　　　　　　　　26名　（十13名）

　　　賛助会員　　　　　6杜6名　（0杜・1名）
　　　特別賛助会員　　　3杜22名　（0杜0名）
　　　名誉会員　　　　　　　　0名　（O名）

3）会員，杜会とのコミュニケーション

①学会メルマガの発行

2006年9月より，毎月一回メノレマガを会員宛てに発行し，学会の活動状況，会員からの情報発

　信を行っている。

本年度の計画として，IT分野で経験を有する編集者をニパートタイマとして有償契約し，情報収

集，編集の機能向上を目指していた。本年度には編集者を2名お願いし，現在活動してもらっ

　ている。有償契約化は実現できていないが，内容としては同レベノレのメノレマガを発行できてい

　る。

②会員アンケートの実施

　2006年3月に会員にアンケートを実施し，53名から回答を得た。学会について貴重な意見が
　多く寄せられ，ロードマップ討議あるいは学会運営に反映させている。

③会員間のコミュニケーション

　会員の情報発信のツーノレとして2006年3月に導入したB1ogシステムを使って，「会員のひろ

　ぱ」をWebサイトに立ち上げた。しかし，広報不足もあり利用度が低いので今後の利用促進が
　課題である。

3．研究活動について

i）学会誌の発行

　2007年5月に第2号を発行した。
2）第2回研究発表大会の開催
　2006年12月2目に専修大学神田校舎にて開催した。

　　　参加者　　　　　145名（参加費納入者数）

　　　発表件数　　　　44件
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　　　懇親会参加者　　　54名

　　　後援・協賛一　　情報処理学会，目本セキュリティマネジメント学会，経営情報学会
　　　大会テーマ　　　　「人間中心の情報シスデムを考える」

　　　アブストラクト集を2007年3月に会員向けに公開し，ダウンロード可能とした。

発表件数は第1回の27件から44件に増加した。さらに産業界との連携によるワークショップ
　「産業界から論文発表を促進するために」を同時開催した。

3）研究会活動
①研究会

　1つの研究会が2年の期間を経て，一終了した。

ぺ

分

類
研究会名 研究テ」マの概要と研究成果

終　シンビオテヅク情　人と共生する情報システムの基礎研究

了　報システム開発

主査／幹事

土方正夫／

鈴木重徳

・研究会活動の質的保証のために特別補助金を支給できることを第21回理事会で決定し，「情報

　システムのあり方の考える研究会」に特別補助金20万円を支給した。

②人材育成調査研究委員会
　情報システム学の普及にとって人材育成が喫緊の課題であることに鑑み，理事会直結の特別委

員会として，2005年度に設置された。2006年度には，論点整理をもとに，言語技術教育に関す
るセミナーを開催レた（2007年2月7目）。

　　　　4．普及活動について

　　　　　他学会，産業界との相互交流，講演会，セミナーの開催を通して；情報システム学の発展，普

　　　　及を図っている。

　　　　1）他学会との交流
　　　　①協賛
　　　　　　・情報処理学会情報処理教育委員会情報システム教育委員会　シンポジウム「産業界が求め

　　　　　　　る情報システム人材のスキノレ」，2006年9月20目

　　　　②後援
　　　　　　・UMlLモデリング推進協議会　Mode1ing　Forum2006．2006年9月14目
　　　　　　・ビジネスモデル学会　2006年秋季年次大会，2006年10月14目
　　　　③共同研究
　　　　　　・一「内部統制タスクフォース」への参加

　　　　　　　　経営情報学会，オフィス・オートメーショ．ン学会，虹S目本支部（JP虹S）との共同プ
（、　　　　　　　ロジェクトであり，2006年1月に開始した。次のような成果報告を行い1月にタスクフ

　　　　　　　　オースを終了した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轡、．
　　　　　　　　一2006年経営情報学会オフィ’ス・オートメーション学会合同・全国研究大会シンポジウ

　　　　　　　　ム，2006年6月4目
　　　　　　　　一目経ビジネズ／目経情報ストラテジー一トップマネジメン’トのための内部統制セミナr

　　　　　　　　　2006年10月12目
　　　　　　　　・単行本’経営情報学関連学会「内部統制」タスクフォース編著　『内部統制Q＆A一経

　　　　　　　　　営幹部の疑間にズバリ答える』，．目経BP杜，2006年10月

　　　　2）産業界との交流
　　　　　　・情報システム学と情報システム実践の連携は，本学会の独自性を発揮すべき分野である。

　　　　　　　2006年度に新規発足した「産業界からの論文発表を促進するための研究会」は，産業界の
　　　　　　　実務家からの事例研究論文の提出を促進するという観点から，産業界との交流を意図して

　　　　　　　いる。

　　　　　　・第2回研究発表大会でも，産業界からの発表件数は18件あった。また，同時に，ワークシ
　　　　　　　ョップ「産業界から論文発表を促進するために」が開催された。研究会会員6名，その他8

　　　　　　　名が参加され，講義と論文作成の実習を含めて3時間以上のワークショップとなった。論

　　　　　　　文に求められる要件にっいての理解が深まったとの意見が多く見られた。

　　　　3）講演会，セミナーの開催



・2006年度総会（2006年5月13目）
　一「新しい躍動の時代を実現するために」　情報システム学会会長北城格太郎

　・「ITスキノレ標準とその活用」　IPA　ITスキノレ標準センター長小川健司氏

　・「生きものから見た情報」　JT生命誌研究館長中村桂子氏
　・パネル討論「情報システムトラブノレはなぜ続く」　目経BP志度昌宏氏，オージス総研

　上野南海雄氏，KDDI繁野高仁氏，プライド松平和也氏，IBMビジネスソリューション

　伊藤重光氏
・第2回研究発表大会（2006年12月2目）．
　一「人間中心のCIOのベストプラクティス」　専修大学経営学部教授櫻井通晴氏

　・「これからの企業におけるCSRのあり方」　情報システム学会会長北城格太郎
　一「杜会システム・デザインとは何か一先端課題解決へのアプローチ」　杜会システム・

　　デザイナー横山禎徳氏

（
1

5．役員選挙
第21回理事会の決定に基づき，本挙会での役員選挙（会長，理事）は電子投票で行うことにな’

り，電子投票システムを開発した。しかし，推薦された役員侯補者数が改選役員数を超えなかっ

たため，改選役員選出のための選挙は実施しなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

（
．
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2006年度決算報告 情報システム学会

I収支決算書（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
立：

（収入の同）

会費収入計

　正会員
　学生会員
　賛助会員
　特別賛助会員

事業収入計
　研究発表大会会費
　研究発表大会懇親会費
　総会懇親会費

又

又　の　A言

予
3，790，OO0

1，400．000

　40，OO0
　350．000
2，OOO，000

520．000

240，OO0

100．000

180，000

O
4310000

決
3，064．000

1，124，OO0

　40．000
　400．000
1，500，O00

536．600

317，O00－

108．000

111，600

2795
3603395

726．000

276．000

　　　0
△50．000
500，OOO

△16，600
△77，000
△8．000

　68，400

△2795
706605

備　　考

281名／365名

20名／26名

6杜／6社

3杜／3社

142名
54名

懇親会32名、弁当代

l1子収入

（’立：円）

（支出の同）

研究発表大会合計
　会場費
　講師謝礼
　アルバイト人件費

　懇親会料理
　会議費
　その他

総会合計

　会場費
　講師謝礼
　アルバイト人件費

　懇親会料理

編集委員会
　学会誌編集補助
　サーバ保守
　ドメイン取得

企画委員会・人材育成委員会

　研究会補助
　メルマガ編集・事務補助
　人材育成プロジェクトセミナー補助

広報委員会
　WEBサイト運営補助

　NOMOR1保守
事務局
　学会事務アルバイト人件費
　会議室借用料
　事務用消耗品
　通信費等
電子投黒システム開発

の　ム号

予

580．000

100，OO0

60．000

200，OO0

200，OO0
20，OOO

　　　O

558．000

120．000

150．000

48．000

240，000

　190，O00

　70，OO0
　100，O00

　20，O00
2，100，O00

　300．000
1，800，OO0

　　　0
　700，O00

　200，OO0

　500，O00

　500，OO0

　200，O00

　200，OO0

　50，OO0
　50，OOO
　　　0
　300000
4928000

決

662．127

130，O00

40，O00

188，OO0

210，OO0
25，OO0

69，127

353．250

23．520

100，O00

36．000

193，730

76．566

　　　0
63．000

13，56q

560．000

450．000

　　　0

110．000

400．000
40．000

360．000

131．009

78．200

　5．040
23．269

24．500

224，OO0

67250
2474202

△82，127
△30．000
　20，O00
　12，OOO
△10，O00
△5，000

△69，127

204．750
96．480

50．000

12．000

46，270

　113．434

　70，OO0
　37，OO0
　　6．434
1，540，OOO

△150．000
1，800，OOO

△110，OO0

　300．000

　160，OO0

　140．000

　368．991

　121．800

　194．960

　26．731
　25，500
△224，OO0

　232750
2453798

備　　考

専修大学
2名

慶磨義塾大学
3名

アルバイト人件費

5研究会（5万円）、特別補助（20万円）
人材育成セミナー補助

アノレバイト人件費

r会員のひろば」システムサポート

システム開発アノレバイト人件費

サーバセキュリテ　認証

A　度収支． △618　000　　　　1　129　193 △1　747　193

前　度’越

A　度蚊支
￥　度’越

4169614
△618000
3551614

4169614
1129193
5298807

△1　747　193
∠＼1　747　193

皿貸借対照表（平成19年3月31日現在）
’立：

資産の同

現金

　金
資産合計

　81．904
5216903
5298807

債の同

入金
正味財産の同

正味財産
債及ぴ正味財産合計

金

2000000

3298807
5298807



平成18年度監事監査報告書

平成19年5月2目

情報システム学会

　会長　北城　烙太郎　殿

情報システム学会

監事芳賀正憲鯉

監事小林義ペダ＝朗

監査報告書

　平成18年度事業報告書、収支決算書、および貸借対照表等について、関係

書類と共にその内容を監査した結果、法令および定款に照らして正当であるこ

とを認めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



第2号議案 2007年度活動計画

1．基本方針について

　2006年度に実施したロードマップ討議の結果を受け，本学会の今年度の基本方針を次のように

設定する。なお，ロードマップ討議は，今年度も引き続き継続する。

　産業界，学界を含む杜会に対して的確な発信を続けることが，情報システム学の普及，学会活
動の活’性化に繋がるとのコンセプトを継続させ，．次の基本方針のもとに実施する。

　　・情報システムの認識

　　・情報システム学の確立

　　・杜会での本学会の認識定着

　　・情報システム学の普及

2．学会の運営広報．総務活動について
1）定款，規定の改正

・組織構成の改定

　　定款の改定，委員会規則の制定を行い，委員会活動を活性化する。

（
一

　編集委員会
　　メノレマガ編集委員会

　研究普及委員会
　総務委員会
　企画委員会
　広報委員会
　渉外委員会
　事務局
　人材育成委員会
・役員選出規定

2）広報活動

学会誌編集

メルマガ編集

シンポジウム・セミナーなどの企画，研究発表大会

組織管理，文書管理，理事会，総会

中長期事業計画，ロードマップ，懇話会，研究会管理

Webぺ一ジの企画，広報活動
他学協会との連携，杜会との連携，賛助会員
会計管理，財務管理，会員管理，事務管理，市ebサーバの運営

情報システム教育に関する調査，振興，普及

・学会内のコ’ミュニケーションを活性化するために昨年度にメノレマガの発行を開始した。今年度

はコンテンツの充実を目指していくが，会員各位にも，投稿，情報提供などのご協力をお願い

する。各地における情報システム学関連の活勲を網羅するために；地域別のメルマガ記者を募
集する。

・学会活動について，メディアを通して積極的に紹介する。

・学会Webぺ一ジの再構築により，情報システム学に関する研究ポータルサイトとしての位置づ
けを狙う。研究ポータノレサイトを軸にして，会員間のコミュニケーションを促進し，会員サー

　ビスの強化を図る。

・情報システム学の普及，実践のための事業活動を促進する上では，学会の法人化が必要となる

局面が予想される。学会の法人（NPOを含む）化の可能性を，引き続き検討する。
・目本学術会議協力学術研究団体の称号申請

学術会議の活動に協力することを通して，学会としての認知を高めるために，登録を目指す。

3）学会情報システムの安定稼働
現在は学会サーバを学会理事の所属する大学の研究室に間借りしているが，運用管理の安定性

に欠ける。サーバの安定運用を実現するために，サーバの設置，運用管理をプロバイダに委託

することを検討する。

4）表彰制度

表彰対象，表彰の形態などにっいて検討し，200ε年度に実施することを目指す。表彰対象とし

ては，論文賞，情報システムの実施賞，情報システムの実施・研究ぺの貢献者に対する業績賞，

フェロー制度などが考えられる。

5）評議員会

学会の適切な運営を実現するためには，評議員会の果たす役割がある』評議員会と総会，理事

会との関係，運営方法，評議員の選出方法などについて検討する。

4



ぐ

3．研究活動について

（含む人材育成委員会）

1）学会誌の発行一

　第3号を発行する。

2）研究発表’全国大会

　平成19年11月30目，12月1目（金，土）に開催の予定
　　　開催場所　　新潟国際情報大学中央キャンパス（新潟市）

　　　大会テーマ　　r情報システムによる価値の創造～地域からの挑戦～（仮題）」

3）研究会
　1年間延長する研究会（3年目）2
　前年度からの継続（2年目）　　3

　今年度新設　　　　　　　　　2
分

類

延

長

’延

長

継

続

継

続

継

続

新

設

新

設

研究会名

人間の情報活動と

しての業務プロセ

スの可視化

生圏情報システム

情報システムのあ

り方を考える

産業界からの論文

発表を促進するた

めの

グローバル・アラ

イアンス

重要インフラの
ICT依存性解析と

CIIP（重要イ’ンフ

ラ情報防護）のあ
．り方

情報杜会における

小・中・高の（数

学教育を含めた広

い意味の）情報教

育を考える会

研究テーマの概要・研究成果

人間の情報活動を業務プロ、セス（Business　Process）として捉

え，米国め業界標準であるBP1〉［N（Business　Process
ManagementNotation）を利用し，業務プロセスの可視化，業
務分析等を行い課題の整理・分析を行う。

ギリシャ時代以降生圏倫理に’いたる思考の歴史をレビューし，

情報システム学の基盤形成の一助とする研究を行っている。18

年度は4回の研究会を開催した。今年度は，生圏倫理学の体系

を学び，生圏情報システムのあるべき姿を研究する。

。実業界・杜会において間題となっている課題を情報システムに

より解決する可能性，また情報システム構築・運用上の間題等

を含めた情報システムその・ものについて広い視点より討議し

問題意識を深め，提言する

産業界からの論文投稿を促進するための環境整備と，具体的な
一企業事例を体系化・抽象化し，学術論文に纏め上げる試みを，

ケース・スタディを通して行う。

IT業界におけるグローバル・アライアンスに関する課題を，国

民性の文化比較などを含む幅広い視点から，事例や現場に密着

した視点とアカデミヅクな視点を融合させ考察している。18年

度は6回の研究会を開催した。今年度は，最終報告に向けて，

ミクロ分析フレーム作成とアライアンス事例分析を行う。

重要インフラにおけるICTの導入状況と依存性の解析を進め
ながら，ICT’障害に対する潜在的な脆弱性を抽出し，欧米で専

攻する相互依存性解析の取組みなども調査・参照しながら，一目

本におけるCIIP（Critica1InfrastructureInformation
Protection：重要インフラ情報防護）のあり方についての議論
’を展開する。

情報杜会における教育の諸弾題の検討、現在行われている「情

報教育」の実態調査を行う。その結果に基づいた研究会の内部

討論を経て，今目の情報杜会における「数学教育も含めた広い

・意味の情報教育」の洗い直しを行っていきたい。

主査／幹事

宇野沢庸弘／

菊田朋文

杉野隆／

芳賀正憲

伊藤重隆／高

橘正子，久
保由光一ほ
か

高木義和／原

潔

複本健吾／柴

山浩

渡辺研司／織

茂昌之，野
山英郎

町国彰一郎／

本郷健

・研究会活動を周知するために，B1ogシステムだけでなく，メノレマガも活用する。

4）人材育成委員会
昨年度までの調査研究成果を踏まえ，初等中等高等教育における情報教育のあり方，産業界に

おける企業内IT教育にっいて調査研究し，広く杜会に対して提言する。会員の参加を得て，活

動を活性化させる。
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4、晋及活動について

1）会員増加

　会員外への活動PRのツールとして研究ポータルサイトを位置づけ，会員増加への一助とする。

今年度もまた，会員の1割増加，特別賛助会員の1杜増加を目標とする。

2）他学会，産業界との交流
①後援，協賛など

　　・情報処理学会ソフトウェアエ学研究会　ソフトウニアエンジニアリングシンポジウム2007．

　　　2007年8月27目～29目
　　その他，依頼があれば対応し，’会員への情報提供を行っていく。

②産業界との交流

賛助会員との交流について検討する。

　ロードマップ討議の中で提案された情報システム学懇話会を，定期的に開催する。
③講演会，セミナー

　　・講演会　　　総会，研究発表大会において開催する。

　　・セミナー　　人材育成など，本会の研究会活動の中からテーマ，時期を選んで適宜開催す

　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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、2007年度予算案・ （平成19年5月19日）

情報システム学会
収入の部
会費収入計
　正会員
　学生会員
　賛助会員
　特別賛助会員

事業収入計
　講演会・セミナー参加費

収入の部合計

予
3，760．000

1，200．000

　60．000
500，O00

2，000，000

200．000

200，000

3，960，000

備　考

4，000円x300名

2，000円x30名
8社

4社

2，000円x100名

前年度実績
3，064．000

1，124．000

　40．000
400．000

1，500，000

0
0

3，064，000

支出の部
研究普及委員会
　研究発表大余補助
　講演会・セミナー開催

　事務補助等

総務委員会
　総会開催費
　事務補助等
　理事会旅費

編集委員会
　学会誌編集補助
　サーバ保守
　会議室借用料ほか

企画・メルマガ編集委員会

　編集補助等
　研究会補助

広報、渉外委員会

　■WEBサイト運営補助
　ブログシステム保守

人材育成委員会
　事務補助等
　セミナー開催補助

事務局

　学会事務補助
　会議室借用料
　事務用消耗品
　通信費等

電子投票システム運営
予備

支出の部合計

800，OO0

300，O00

400．000

100，000

600．000

300．000

100．000

200，000

210．000

70．000

120．000

20，000

450，000

，100，OO0

350，O00

480，OO0

120．000

360，000

200．000

100．000

100，000

350．000

200．000

50．000

50．000

50，000

200．000

500，OOO

3，790，000

備　考

参加者見込100名
講師謝ネ」会場費（2回）

アルバイト人件費

会場費、講師謝礼、懇親会等．
アルバイト人件費一

20，000円x10回

5，000円x7編x2回
10，000円x12月

アルバイト人件費

50，000円x7研究会

アルバイト人件費

年間契約

アルバイト人件費

アルバイト人件費

5，000円x10回

通信費、銀行手数料等

前年度実績
237，127

，237．127

　　　0

　　　0

241．650

241．650

　　0
0

76．566

　　0
63．000

13，566

450．000

　　0
450．000

400．000

40．000

360，000

110．000

　　0
110，000

131．009

78．200

　5．040

23．269

24，500

224．000

67．250

1，937，602

今年度収支 170，000 1，126，398

前年度繰越
今年度収支
次年度繰越

5，298，807

170，O00

5，468，807



第3一号議案　2007年度情報システム学会役員侯補者

［会長】

　北城　格太郎（重任）

［理事1　　（五十音順）

　上野　南海雄（＊）

魚閏　勝臣（重任）

　浦　昭二

　柏木　直哉（新任）（＊）

　金井　一成

　神沼　靖子一（重任）

　杉野　隆

砂目ヨ薫（新任）

　高木　義和

　竹並　輝之

　中嶋　聞多（新任）

　堀内　一（重任）

松平　和也（新任）

　山口　高平（新任）

山本喜一．

［監事1

目本アイー・ビー・エム（株）最高顧間

前経済同友会代表幹事

オージス総研顧間

専修大学教授

慶膳義塾大学名誉教授，新潟国際情報大学名誉教授

目本ユニシス（株）常務取締役

NECフィーノレディング（株）主幹

元前橋工科大学教授

国士舘大学教授

国際大学グローバノレコミュニ・ケーションセンター准教授

新潟国際情報大学教授

新潟国際情報大学教授

信州大学教授

東京国際大学教授

（株）システムフロンティア代表取締役

慶応義塾大学教授

慶鷹義塾大学教授

小林義人（重任）　　　　エム・スクエアー（株）

芳賀正憲（重任）　　　　コスモロジック代表

（＊）は、賛助会員・特別賛助会員より選出

［退任1

　小幡．孝一郎　　　　　　元文教大学教授’

　細野　公男　　　　　　　慶磨義塾大学名誉教授

代表取締役
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定款等の改訂4号議案第

2■P第1部定款改定案

7●P第2部役員選出規定改定案
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定款改訂主要ボイント

1組織運営の基本の明確化を図った：．

　1．1会員区分に関する記述を明確化した（第4条）

　1．2総会の役割を明確化した（第8条）

　1．3理事会の構成とイ1蝋に関する記述を統合し、役員の任務に関する条文から分離した（現行第9条、第

　　　10条および第14条第3項→改定案第11条及び第13条第3項）

　1．4事務局と事務局長のイ1胸を明確化した（現行第11条、19条→改定案第10条）

　1．5委員会に関する記述を整理・統合した（現行第12条、19条→改訂案第11条）

2その他：
　上記以外の条項でも二表現の明確化を図った。（第7条、第13条（改訂案第12条）第3項など）

また、第2条「目的」は、本会員にとって極めて重要な条項であるから、現行規定の見直しを含めて、様々な

角度から検討し、その結果を改めて総会に提案する。



改定案

1．総則

h緊r黍石箭……………………0
　本会は情報システム学会と称する。

第2条目的
　本会は全国の情報システムに関連ある部門の研究

　者ならびに情報システムを扱う実務経験者および学

　生を会員とし，一会員相互の連携と研究の促進を目的

　とする。

第3条事業
　！）本会は、前条の目的を達成するため次の事業を

　行う。

　　（1）総会，研究発表大会および研究会の開催

　　（2）学会誌等の発行

　　（3）講演会の開催

　　（4）その他必要な事業

　2）前項の学会誌等発行に関する投稿規定および執

　筆要項については別途定める

2．会員

“鷺丁秦…萎頁あ医秀……………………………’’

　本会には次の会員区食を設ける。

　　1）正会員、情報システムに関心をもち，杢定数

　　　簑五条左三圭2ム会圭認ぬら担た個人

　　2）学生会員情報システムに関心をもち，本定款

　　　箆五条1三占皇ム会を認車られた本務が学生であ

　　　る個人
　　3）賛助会員趾途定堕る規定q粂佳劃瞳たレj三

　　　2杢定数薮工粂によ2ム会一を騒堕られた法人、

　　　団体または個人

　　4）特別賛助会員同上

　　5）名誉会員本会の発展に尽くし学術上業績の
　　　あった者で，理事会で承認された個人

現行規定

1．総則

虜丁蒼互裸……血耐…㎜……………
　本会は情報システム学会と称する。

第2条目的
　本会は全国の情報システムに関連ある部

　門の研究者ならびに情報システムを扱う

　実務経験者および学生を会員とし，会員

　相互の連携と研究の促進を目的とする。

第3条事業
　1）本会は前条の目的を達成するため次
　の事業を行う。

　　（1）総会，研究発表大会および研究会

　　の開催
　　（2）学会誌等の発行

　　（3）講演会の開催

　　（4）その他必要な事業

　2）前項の学会誌等発行に関する投稿規

　定および執筆要項については別途定め

　る

2会員
鷹丁柔…蚕員1万区脊……………………’

　本会には次の会員を設ける。

　　1）正会員　情報システムに関心をも

　　　ち，会費を納入した個人

　　2）学生会員情報システムに関心をも
　　　ち，会費を納入した本務が学生であ

ゑ狸ム

3）賛助会員情報システムに関心をも

ちL会費を納ム」左塗ムまた蛙匝盗

4）特別賛助会員適額塗費位Lあ銚二

　は高額な会費を納入した賛助会員

5）名誉会員本会の発展に尽くし学術
上業綾のあった者で，理事会で承認

された個人
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ぐ

第5条入会の条件
　本会への入会には、理事会の承認を必要とする。

第6条会員の特典
　会員は本会の諸活動に参加し，学会誌等あ配付を

　受けることができる。

第7条会員の資格
　会員は総会の定めた会費を納入するものとし，会費

　を連続する2会計年度滞納した者は、理事会の承

　認をもって会員の資格を失う。

3．組織

“鷺す茱“蕊委……………………………血………’

　本会の重要事項を議決する最高機関は総会とす

　　る。

1）総会は，会員で構成する

2）総会は年一回開催し、役員の選出結果報告と承

　認、活動計画、活動報告、年度会計報告、年度予

　算，及び定款の変更その他重要事項について審

　議、決定する。

　3）決定は、出席会員（委任状提出者も含む）の過半

　数の承認を必要とする。

　4）総会の成立は会員の1／3以上の出席（委任状提

　出者も含む）をもって成立する。

第9条理事会
1）本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事

　会をおく

2）一理妻会臥会鼠到会長及び襲童で掻成すゑ。

3）理事会は、会長の招集により随時開催される。

4）監事は必要に応じて理事会に出席できる。

第10条　事務局

1）本会の会計管理，財務管理，会員管理，Webサー

　バの運営を担当する事務局を置く。

2）事務局長は，会長が任命し，前項の事務全般を管

　掌する。

第11条　委員会

1）本会の目的を推進するために，理事会の議決を

　経て，委員会を設置，または廃止することができ

　る。

第5条入会の条件

　本会の入会には理事会の承認を必要と
　する。

第6条会員の特典
　会員は本会の諸活動に参加し，学会誌

　等の配付を受けることができる。

第7条会員の資格
　会員は総会の定めた会費を納入するもの

　とし，会費を2会計年度滞納した者は理
　事会の承認をもって，会員の資格を失う。

3．組織

菟亙纂…蕊ぎ……………………………
　本会の重要事項を議決する裏高機関は

　　総会とする。

　1）総会は，会員で構成する

　2）総会は，年1回開催し，役員の選出結

　　果報告，活動計画，活動報告，会計報

　　告，会則の変更およびその他の重要事

　　項について審議，決定する

　3）決定は，出席会員（含む委任状）の過

　　半数の承認を必要とする

　4）総会は，会員の1／3以上（含む委任

　　状）の出席をもって成立する

第9条理事会
本会の活動全般にわたる審議・執行機関と

して理事会をおく

第10条理事会
　理事会は会長の招集により随時開催され

　る。

第11条事務局
　本会の目常業務を執行するため事務局
　をおく。

第12条委員会
　1）本会の目的を推進するために次の委

　員会を設ける

　工入班麺登麦太会二班究会簑9全亙二遂

　行にあたる企画委員会

＿9し宝会誌笠発宜9左皇2編集委貝
会。

ぷし蟻堕圭皿会貝茎援9た皇2屋盤

（4）その他必要な委員会

2）各委員会の委員は，理事会の承認を

経て会長が委嘱する。
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2）前号による委員会の委員長は，第9条に定める

理事会構成員の中から選任され，会長が委嘱す

　る。

3）委員会の構成と運営にっいては別に定める。

4．役員

…霧五柔…区秀Σ歪貫薮……………………山………

　本会は会務執行のため，次の役員をおく。

　1）会長！名
　2）副会長2名以内・

　3）理事5名以上15名以内。賛助会員及び特別賛
　　塾会員全桓宜エ且査Ω控史ら選岨さ虹たもgを含

　　む
　4）監事2名

第13条任務
　役員の任務は次のとおりとする。

　1）会長は会務を主宰し，本会を代表する

　2）副会長は会長の任務を補佐し，必要に応じて代

　　行する

　3）理事は会長を補佐し、本会の運営にあたる

　4）監執‡1杢1会9業務および会計を監査する

第14条選出方法
　役員の選出方法は情報システム学会役員選出規定
　によるものとする。

第15条任期
　役員の任期は2年とし，事故・長期出張等による欠

　員の場合，理事会は必要に応じてその残任期間を
　補充・代行する役員をおくことができる。但し，設立

　時における理事の半数の任期は3年とする。

第16条重任期限
　1）理事は2期を超えて重任できない

　2）監事は2期を超えて重任できない

第17条研究発表大会専任役員
　本定款第12，15，16条の規定にかかわらず，研究

　発表大会開催のために必要な場合，会長は任期1

　年の理事1名を任命することができる。

4．役員

巾緊百柔…区秀Σ歪頁薮血．…’……………0

　本会は会務執行のため，次の役員をお
　く。

　1）会長！名
　2）副会長2名以内
　3）理事5名以上15名以内。賛助会員，

　特別賛助会員枠2名を含む
　4）監事2名
第14条任務
　役員の任務は次のとおりとする。

　1）会長は会務を主宰し，本会を代表する

　2）副会長は会長の任務を補佐し，必要に

　応じて代行する
　3）理事は理裏会を撞逮レ，会長を補佐し

　て本会の運営にあたる

　4）監事は業務および会計を監査する

第15条選出方法
　役員の選出方法は情報システム学会役

　員選出規定によるものとする。

第！6条任期

　役員の任期は2年とし，事故・長期出張

　等による欠員の場合，理事会は必要に応

　じてその残任期間を補充・代行する役員

　をおくことができる。但し，設立時におけ

　る理事の半数の任期は3年とする。

第！7条重任期限

　1）理事は2期を超えて重任できない

　2）監事は2期を超えて重任できない

第！8条研究発表大会専任役員

　本規約第13，！6，、7条の規定にかかわら

　ず，研究発表大会開催のために必要な

　場合，会長は任期ユ年の理事1名を任命
　することができる。

5．理事の職務

溺■’茶………………血………………

　杢会1三し煽墓L全画L総養塗占び凌杜捜
　当の理事を置く。

　エ嘘集担豊理劃虹糧塞委貝会2量を
　兼ねる
　2工全画担当理裏娃」全画委貝会9長を

　3）総務担当理事は，事務局長，会計責

　崖煮Lム盤委貝量を蓋ねゑ



5．会費および会計年度

第18条会費
　本会の会費は総会で定める。

第19条会計年度
　本会の会計年度は毎年4月1目から翌年3月3！
　目までとし，決算は総会に報告する。

6．表彰

第20条表彰
　本会の発展に功労のあったものに対し，表彰するこ

　とができる。

7．附一則

第21条
　本会の事務局の設置場所は，理事会の議を経て会

　長が定める。

第22条
　本定款の改廃は，総会の議を経なければならない。

第23条
　本定款は2007年5月！9目より施行する。

　壬雌杜担当一理裏はL差会狂趣とg変塗

　にあたる

6．会費および会計年度

第20条会費
　本会の会費は総会で定める。

第21条会計年度
　本会の会計年度は毎年4月！目から翌年

　3月31目までとし，決算は総会に報告す
　る。

．7．表彰

…雰亙茱………………………………
　本会の発展に功労のあったものに対し，

　表彰することができる。

8．附則

第23条
　本会の事務局の設置場所は，理事会の

　議を経て会長が定める。

第24条
　本定款の改廃は，総会の議を経なけれ
　ぱならない。

第25条
　本定款は2005年4月23一目より施行する。
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役員選出規定改訂主要ポイント

1役員選出方法の明確化（第1条）

　1．1副会長の選出プロセスを明示した（第2項）

　1．2理事の選出方法には、選挙による選出の他に、賛助会員及び特別賛助会員の互選による
　　　選出があることを明示した（第3項）

　1．3「監事は選挙によって信任する」を、「監事は選挙によって選出する」に修正した（第4項）

2．会員が選挙権と被選挙権を保有する条件の明示（第2条）

　　2．’1会員区分：選挙権と被選挙権を有する会員区分を正会員に限定した

　　2．2会章納入条件：正会員は、選挙実施年ではなくて、その印年度までの会費を納入して

　　　いれば選挙権と被選挙権があるものとした

3選挙管理業務の明確化（第3条以降）

　3．1役員の選挙は、別に定める役員侯補者推薦細貝I」による推薦を受けた侯補者に対して行わ

　　　れることを明示した（改定案第3条）

　3．2選挙管理委員会の職務は、役員侯補者の推薦（現行第4条）ではなくて選挙管理であること、

　　　及び、その詳細は別に定める選挙管理細貝1」によることを明記した（改定案第5条）

　3．3上記に伴って、選挙方法に関する記述（現行規定第5条から第8条）は本規定から削除した

．改定案

1．役員の選出方法

第1条
定款第12条に規定する役員の選出は，次の各

項による。尚各項における選挙は本規程第2条
以下に基づくものとする。

（1）会長は，選挙によって選出する。

（2）副会長は、次盈三墨づkエ逝む；選胆さ

　　れた理事と、重任する理事を合わせた全て

　の理事の互選によって選出する。

（3）薮む；選出丈ゑ理事は、選挙によって選

　出するか、または賛助会員及び特別賛助

　　会員に麗丈ゑ規定丘；藍づ≦互選主三圭2工選

　　出する。

（4）監事は、選挙によって選岨宜盃。

2．選挙権および被選挙権

第2条
本会垂会量であって、選室施血蝕隻蔓旦去旦童

での会費を完納したものは、役員選出のための

選挙権および被翠挙権を有する。ただし、既に

璃重任レつつある理事及び監事は，定麸裏

17条によって、該当する役職の被選挙権を有し
ない。・

3．選挙管理

第3条
役員選岨9た塑9選整臥撞監を嚢は左屋櫨
煮圭三救」工塞施隻むゑ。儘撞査2撞慶友湊ほ

役員侯補者推薦細則に定め盃。

現行規定

1．役員の選出方法

第1条
情報システム学会規約第13条に規定する役員の
選出は，次の各項による。

（1）会長は，選挙によって選出する。

（2）副会長は理事の互選による。

（3）理事は選挙によって選出する。選挙は本規程

第2条以下による。

（4）監事は選挙によって信任する。

2．選挙権および被選挙権

第2条
本会会員で選挙施行年の3月末目までに会費を完
納した者は，会長，理事及び監事選出のための選

挙権および被選挙権を有する。但し，既に2期役員

を重任しつつある者は，該当する役職の被選挙権

を有しない。

3．選挙管理

第3条
会長は理事会の議を経て選挙管理委員を委嘱し，
選挙管理委負会を組織する。

第4条
選差萱理委貝会良L崖員握撞童圭撞麓主金役員

侯補者の推薦方法にっいては，侯補者推薦細則に
定める。

箆亘条
選萎底＿堂生度9会量盈鑑＿及び蝕条ヱ撞慶きれ

た役員侯補者にもとづいて行う。．
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第4条
会長は、理事会の議を経て選挙管理委員を委

嘱し，選挙管理委員会を組織する。

第5条
濫義笠襲菱量会臥選挙萱理茎務を担豊丈
ゑ。

選挙質理業薮の叢組陸し選釜登理鎚則三定堂
ゑ。

4付則
第6条
秤の甲総会の議を経なければならな

本規程は，2007年5月19目より施行十る。

第6条
捜塞二麗塁9猿剥ま総会圭；盤責丈魏9と丈乱

4．選挙方法

第7条
捜票度簸重垂と支虹

第8条
撮塁数吏風数2婁食L生量煮を優先レて当選と丈

虹

5．付則

本規程の改廃は，総会の議を経なければならな

い。

本規程は，2005年4月23目より施行する。
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